
伊良部島中学校 生徒心得 
 

  中学校は義務教育の最後の段階として、社会に出るための基本的なことを身につけていく時期です。生徒心

得とは、皆さんがこれから社会に出て行くにあたって、「持つべき心構え」、「身なり」、「基本的なマナー」、「知

識や判断力」を中学生なりに身に付けるためにあるものです。その他には、「時間を守る」、「場を整える」、「礼

を正す」、「相手意識を持つ（思いやり）」、「約束を守る」といったことも身につける必要があります。この生徒

心得の用紙を通して何ができていて、何が出来ていないのかを振り返り、さらなる自分の成長に繋げて下さい。 

以下の内容を確認するとともに、自分ができているものには□に☑をいれて下さい。 

 

１ 登下校について 

 (1) 身なりを正し、自分から先に「おはようございます」「さようなら」の挨拶ができている。□ 

(2) 〈8:00〉までの早登校を奨励します。〈8:15〉から遅刻ということを理解している。□ 

(3) 下校時は用のない生徒は学校に残らず、南区の生徒はバスの時間を考えて行動しましょう。北区の生徒は 

バスの利用はできないことを理解している。□ 

 (4) 部活動の終了時間は、4-8 月〔18:20〕9-10 月〔18:10〕11-1 月〔18:00〕2-3 月〔18:10〕です。南区のバ 

スは終了時間の 10 分後にでることを理解している。□ 

(5) 交通ルールやマナーを守ることができている。□ 

※交通ルールとは、「信号を守る」「自転車で二人乗りをしない」「交差点では一時停止をして安全確認をする」 

※交通マナーとは、「歩道で横に広がって歩かない」「自転車で蛇行運転をしない」 

「歩道のない道では道路の右側を歩く」「歩行者信号に従う」 

(6) 登下校時の買い食いをしていない。□ 

 

 

２ 朝の活動について 

 (1) 8:00 から 8:13 は学校開始の準備をし、机上やロッカーの整理や読書をしながら教室で過ごします。時間

に余裕があればボランティア活動をしている。□ 

 (2) 朝の活動は 8:15 スタートです。8:13 までには準備を終え、静かに開始を待つことができている。□ 

 

 

３ 身なりについて 

 【制服】 

(1)【Ａタイプ：ズボン】 

  ①Y シャツは、ズボンの中に入れている。□ 

  ②ズボンの裾を折り曲げてはいていない□ 

  ③学校指定のネクタイで変形は認めない。隙間が空きすぎないようきちんとしめている。□ 

   ④ベルトは黒の柄なし。ベルト穴はひとつ穴を使用すること。２つ穴のベルトは使用していない。□ 

 

【Ｂタイプ：スカート】 

   ①Y シャツは、スカートの中に入れている。□ 

  ②スカートたけはひざを覆う程度とする。短くしたり、長くしたり、折り曲げたり等の変形したスカートを 

はいていない。□ 

  ③学校指定のリボンで変形は認めない。隙間が空きすぎないようきちんとしめている。□ 

 

 

月 読書 火 朝会及び特別日課 水 英語 DAY 木 特別日課 金 読み聞かせ 



 (2) その他共通確認 

  ①肌着は白、黒、紺の T シャツ（部活動着も良い）を着ている。□ 

②指定された体育着、ジャージ、内履きを使用している。□ 

    ③外用靴は、高価で華美にならないもの。ランニングシューズを推奨していることを理解している。□ 

   （※靴のかかとを折り曲げて履かない） 

  ④靴下は、通常は白、黒、紺のいずれかをはいている。□ 

⑤式典や発表会等の集会・儀式・行事の際は『白』で統一することを理解している。□ 

⑥内履きは、かかとを折り曲げて履いていない。□ 

⑦内履きの靴紐が外れたら、しっかり結んでいる。□（令和５年度の課題） 

 

 

【頭髪・眉・つめ・その他】 

 (1)頭髪は「爽やか」かつ「清潔感のある髪型」を基本とする。□ 

(2)髪は学習の妨げになる長さであれば、束ねること。ピン、ゴムともに黒・紺・茶とする。□ 

(3)後ろ髪を変形して伸ばしたりしていない。また、変形な髪型は中学校では大会に出れないことを理解して

いる。□ 

(4)眉は、「産毛の部分を整える程度」とする。□ 

(5)つめは伸ばさない。給食を扱うことを念頭に入れ、爪を切るなどをして清潔感を保っている。□ 

 (6)アクセサリー類は身につけてはいけない。香水やそれに類似する物も使用してはいけないことを理解して 

いる。□ 

(7)マスクの着用に関しては、宮古島市教育委員会のガイドラインに準じた対応を行うことができている。□ 

 

４ 持ち物について 

(1) 自分の持ち物は記名し、自分で管理する。他人の物には触れないように心がけている。□ 

(2) 必要な学習用具を必要な分だけそろえている。□ 

(3) 学習・学校生活に必要のないものは持ち込んでいない。□（※注意：休日や部活動の際も同様とする） 

  （例：携帯電話、スマホ、漫画、雑誌、ゲーム、ipod 等） 

(4) 不要な金銭を持たない。諸会費・教材費等のお金の提出は朝のうちに担任へ納める。担任がいないときは

学年所属の先生に預けている。□ 

(5) 水筒（ペットボトルも可）を各自持参している。□ 

 

５ 保健室、図書館等の利用について 

(1) 保健室を利用する場合は、養護教諭の許可を得ている。□ 

(2) 図書館は利用の決まりを守り活用している。□ 

 

６ 授業、準備時間等 

(1) 休み時間は、次の授業の準備をする時間です。学習の準備、給水、トイレにあてた行動ができている。□ 

(2) 授業の始まりの「立腰・黙想」をきちんと行っている。また、「お願いします・ありがとうございました」 

を声に出して言っている。□ 

(3) 机上、机まわり、ロッカー、靴箱等を自分で考えてきれいに整理して活用している。□ 

(4) 学校生活での自分の係や役割において、責任をもって果たしている。□ 

 

 

 



７ 公共・共有の場での過ごし方について 

(1) 学校は、人が集まる場（公共の場）です。人の身体や心、持ち物を傷つけ壊すような行いは許さない行動

をとっている。□ 

(2) 机、椅子、廊下、学校のありとあらゆる共有の備品を粗末に扱ったり、傷をつけたりしていない。□ 

(3) 清掃道具は、その道具の目的に合った使い方をしている。（※ホウキを振り回したりしていない）□ 

(4) 先生方や地域の方々、来校者へ、自分から先に挨拶することができている。（令和５年度の課題）□ 

(5) 廊下等を走り回ったり、横に広がって歩いたり、大声を出したり、事故や怪我につながるような危険な行

動をとっていない。（令和５年度の課題）□ 

(6) 共に過ごす、自分や他の人が心地よく過ごせるように相手意識を持った考えた行動をとっている。□ 

(7) 相手や場に応じた話し方や態度をとることができている。□ 

(8) トイレは次の利用者が快適に利用できるよう、汚さずきれいに使用している。□ 

(9) 出るときにスリッパは船出型にきちんと並べている。□ 

 

 

おわりに 

 学校は、全員が平等に学んだり、将来夢を叶えるための準備をするところです。この心得は、学習の成果を

上げたり、自分の成長を確認したり、マナーや振る舞いを身に付けるための基本的なことです。まだ出来ない

課題は、先生たちに教えてもらいながら、よりよい学校生活や将来のためにしっかりと守り取り組んでいきま

しょう。 

 

署名：私は心得を理解し、さらなる成長とこれからもよりよい学校生活を送れるよう努めます。 

 

 

 

 

名前                      担任記入欄：   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】 

① 担任は、生徒心得を生徒と読み合わせ、名前を記入させ、担任で保管して下さい。 

② 学校生活の中で、生徒指導上や学校生活上のルールやマナーを違反したときは、この資料を見せなが

ら確認したことを伝え、生徒が繰り返さないように指導をお願いします。 

③ 教室に掲示し、知らなかったということを言わさないようにすることも大事。 


